
※
国
か
ら
の
交
付
税
措
置
が
あ
る
た
め
、残
高
の
す

べ
て
が
市
民
負
担
と
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

6広報ななお

 
 

基
金
は
、家
計
で
例
え
る
と「
貯
金
」に

あ
た
る
も
の
で
す
。
こ
の
基
金
は
対
前

年
度
約
７
億
円
増
加
し
ま
し
た
。

 

市
債
は
、家
計
に
例
え
る
と「
借
金
」に
あ
た

る
も
の
で
す
。

 

道
路
や
水
道
・
下
水
道
・
学
校
な
ど
の
設
備

に
は
多
額
の
費
用
が
か
か
り
、整
備
す
る
年
度

に
大
き
な
市
民
負
担
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
計
画
的
に
お
金
を
借
り
て「
分
割
払
い
」す

る
こ
と
で
、将
来
に
わ
た
っ
て
施
設
を
利
用
す

る
市
民
に
も
公
平
に
負
担
し
て
も
ら
お
う
と

す
る
も
の
で
す
。

 

経
常
収
支
比
率
は
、市
の
支
出
の
状
況

を
収
入
と
の
割
合
か
ら
計
る
１
つ
の
目

安
で
あ
り
、数
値
が
低
い
ほ
ど
財
政
構
造

に
ゆ
と
り
が
あ
り
ま
す
。

 

市
の
適
切
な
財
政
運
営
を
目
的
に
、決
算
に
基
づ
い
た
指
標
の
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
結
果
、七
尾
市
で
は
い
ず
れ
の
指
標
も
基
準
を
下
回
り
、財
政
運
営
は「
健

全
段
階
」で
し
た
。

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金

市
債

経
常
収
支
比
率

健
全
化
判
断
比
率

合
計
は
約
27
億
円

市
債
残
高
は
約
８
９
９
億
円

経
常
収
支
比
率
は
94
・
５
％

早
期
健
全
化
基
準
を
す
べ
て
ク
リ
ア

決算
ポイント
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普
通
会
計
の
赤
字
の
程
度
を
指
標
化
し

「
財
政
運
営
の
健
全
度
」を
示
す
比
率
で

す
。

 

す
べ
て
の
会
計（
七
尾
市
の
場
合
15
会

計
）の
赤
字
や
黒
字
を
合
算
し
、赤
字
の

程
度
を
指
標
化
し「
財
政
運
営
の
健
全

度
」を
示
す
比
率
で
す
。

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

 

毎
年
度
収
入
さ
れ
る
財
源
の
う
ち
、市

が
負
担
す
る
借
金
の
元
利
償
還
金
お
よ

び
準
元
利
償
還
金
な
ど（
特
別
会
計
へ
の

繰
出
金
や
一
部
事
務
組
合
へ
の
負
担
金

な
ど
）の
占
め
る
割
合
を
指
標
化
し「
資

金
繰
り
の
安
全
性
」を
示
す
比
率
で
す
。

実
質
公
債
費
比
率

 

一
般
会
計
な
ど
の
借
入
金（
地
方
債
）や

将
来
支
払
っ
て
い
く
可
能
性
の
あ
る
負

担
な
ど
を
指
標
化
し「
将
来
財
政
を
圧
迫

す
る
可
能
性
」が
高
い
か
ど
う
か
を
示
す

比
率
で
す
。

将
来
負
担
比
率

 

公
営
企
業（
水
道
事
業
や
下
水
道
事
業

な
ど
）の
資
金
不
足
を
、公
営
企
業
の
事

業
規
模
で
あ
る
料
金
収
入
の
規
模
と
比

較
し
て
指
標
化
し
、「
経
営
状
況
の
健
全

度
」を
示
す
比
率
で
す
。

※
水
道
事
業
会
計
と
簡
易
水
道
・
下
水
道
・
公

設
地
方
卸
売
市
場
・
分
譲
地
造
成
の
各
事
業
特

別
会
計

資
金
不
足
比
率

資
金
不
足
は「
な
し
」

決算
ポイント
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・財政調整基金：収入を調整したり、急激な税の落ち込みや
災害などに備えるため、積み立てているお金
・減債基金：市が借り入れたお金の返済を計画的に行うため、
積み立てているお金

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

七　尾　市
（※健全段階）

－ － 20.2% 194.9%

早期健全化基準
(財政破たんの可能性が

高い状態)

12.52% 17.52% 25.0% 350.0%

財政再生基準
(財政破たんした状態)

20.00% 40.00% 35.0%

健全化判断比率の状況（平成21年度決算） 

※それぞれの比率が一つでも基準を超えた場合は「早期健全化」また   
  は「財政再生」となります。
※実質赤字比率と連結実質赤字比率の欄は黒字のため「－」となりま
　す。   
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